
 

岐阜市中心市街地活性化協議会規約 

 

一部改正 平成２０年２月２７日 

一部改正 平成２２年５月２６日 

一部改正 平成２５年８月９日 

 （名称） 

第１条 本会は、「岐阜市中心市街地活性化協議会」（以下「協議会」という。）と称する。 

 （事務所） 

第２条 協議会は、事務所を岐阜県岐阜市神田町２丁目２番地に置く。 

 （目的） 

第３条 協議会は、岐阜市が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその他必要

な事項を協議し、中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に寄与することを目的と

する。 

 （活動） 

第４条 協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。 

（１） 岐阜市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実施に

関し、必要な事項についての意見提出 

（２） 岐阜市中心市街地の活性化に関する委員相互の意見及び情報交換 

（３） 中心市街地活性化のための勉強会、研修及び情報交換 

（４） 前各号に掲げるもののほか、中心市街地の活性化に寄与する活動の企画及び実施 

 （委員） 

第５条 協議会の委員は、次に掲げるものをもって組織する。 

（１） 中心市街地の活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号。以下「法」とい

う。）第１５条第１項の規定に該当するもの 

（２） 法第１５条第４項の規定に該当するもの 

（３） 岐阜市内において中心市街地の活性化に関する活動・事業を行うもので、協議会

の目的に賛同したもの 

２ 委員の任期は、中心市市街地活性化基本計画の当該期中とする。 

３ 委員については、再任を妨げない。 

 （入会） 

第６条 前条第 1 項各号に掲げる者で協議会の委員として入会しようとするものは、その旨

を会長に申し出なければならない。 

 （退会） 

第７条 委員は、協議会を退会しようとするときは、その旨を会長に申し出なければならな

い。 

２ 委員が死亡したとき又は解散したときは、協議会を退会したものとみなす。 

 （除名） 

第８条 委員が、協議会の名誉をき損し又は協議会の設立の趣旨に反する行為をしたときは、

協議会の会議において委員の４分の３以上の同意により、これを除名することができる。 

２ 前項の規定により委員を除名しようとするときは、除名の議決を行う協議会の会議にお

いて、その委員に弁明の機会を与えなければならない。 

  



 

（役員） 

第９条 協議会に、会長、副会長を置き、委員の中から選任する。 

２ 会長は協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 （会議） 

第１０条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

 （会議の運営） 

第１１条 会議の運営に当たっては、委員が十分に意見を述べる準備ができるよう配慮する

等、会議の活性化を図るとともに、公平性の確保に努めるものとする。 

２ 会議は、第三者の傍聴を認める。 

３ 会議を開催した場合は、会議の議事録を作成し、公開する。 

 （部会の設置） 

第１１条の２ 中心市街地活性化基本計画に記載する事業の推進等に関し、より具体的な協

議及び検討を行うため、協議会に部会を置くことができる。 

２ 組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

 （事務局） 

第１２条 協議会の庶務は、岐阜商工会議所（以下「事務局」という。）において処理する。 

 （広告） 

第１３条 協議会の広告は、事務局のホームページに掲示することによりこれを行う。 

 （解散） 

第１４条 協議会の議決に基づいて解散する場合は、委員の４分の３以上の同意を得なけれ

ばならない。 

   附 則 

１ この規約は、平成１８年８月２２日から施行する。 

２ この規約は、協議会が所掌事務の処理を完了した日限りその効力を失う。 

３ この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、別に定める。 

   附 則 

 この規約は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成２２年５月２６日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成２５年８月９日から施行する。 
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